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■転入予定で申込みの場合

入所できた場合、入所月の１日までに住民票異動手続きをしてください。転入が確認できない場合、入所内定を取り消しま
す。

■ひとり親家庭で申込みの場合

ひとり親家庭等に該当する方は、保護者の不存在を証明する書類（ひとり親家庭等医療証等又は戸籍謄本等）が必要で
す。提出がない場合は不存在として扱われず、保護者の書類不備として、入所調整において減点になります。
なお、保育料及び副食費の免除判定等の算定については、ひとり親家庭等医療証若しくは児童扶養手当証書の写し、又
は戸籍謄本とお子さんの保険証の提出が必要となります。
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■育児休業中で申込みの場合

入所できた場合、原則として、産後８週間が経過する日の翌日が属する月末をもって退所となります。ただし、引き続き保育
を必要とする事由（求職活動を除く。）に該当する場合は、継続して入所できる場合があります。なお、継続して入所する場
合は、お生まれになったお子さんの保育施設等への在籍等が必要です。

就労内定で就労証明書を提出しているが、入所できる前に既に勤務を開始した場合、就労証明書を提出すると、要件が就
労内定から就労に変わります。

入所できた場合、入所月の翌月末までに内定先で就労を開始し、1か月分の実績が記載された就労証明書を提出してくだ
さい。（月の途中で就労開始する場合は、翌月分の実績まで証明が必要となります。）

■求職活動を理由に申込みの場合

求職活動要件で入所できた場合、３か月以内に、最低就労基準（月６４時間以上）を満たす就労を開始し、「就労証明書」を
提出してください。期日までに提出がない場合、求職活動要件が終了する月末で退所となります。

■妊娠出産を理由に申込みの場合

確 認 事 項

保育料を除く給食費・諸経費等については、施設によって異なりますので、各施設に直接お問い合わせください。

入所できた場合、入所月の翌月末までに職場に復帰し、１か月分の実績が記載された就労証明書を提出してください。な
お、育児休業中の職場に復職していない場合は、原則として退所となります。（月の途中で復職する場合は、翌月分の実績
まで証明が必要となります。）

育児休業延長を目的とした申込みは受付できません。

■就労内定で申込みの場合

重要事項確認書兼同意書

　　※保育施設等の入所申込みにあたり、以下の確認事項を御理解いただいた上で、各項目の確認欄に☑し、裏面に御署名を
　　　 お願いいたします。
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保育施設等利用申込みは、年度毎に行う必要があります。

利用調整は、期日までに到着している書類のみで行われます。期日を過ぎて到着した書類は、次回の利用調整から反映い
たします。

申込み内容が事実と異なる場合、教育・保育給付認定や入所決定を取り消す場合があります。

内容確認のため、電話などで職場や御家庭に確認する場合があります。

申込み時の保育を必要とする状況や世帯等の状況から変更が生じた場合（勤務内定が決まった、育休復帰予定の職場を
退職した、申込児童のアレルギーが新たにわかった等）、速やかにこども保育教育課に連絡してください。追加提出が必要
な書類をお知らせいたします。

年度途中（５月～３月）入所については、毎月1日（１日が土・日曜日・祝日にかかる場合は翌平日）に、翌月の受入可能状
況（目安）を公開します。希望先変更を御希望の場合は、期日までに、こども保育教育課まで御連絡ください。

希望保育施設は、入所したい順番で記入してください。入所意思のない施設は記入しないでください。入所内定を辞退した
場合、当年度間の利用調整において、減点になります。

希望施設については、予め施設の見学をお勧めしております。希望施設の見学をしていない場合、利用調整期間中に見学
をお勧めする場合があります。（ただし、見学をしていただいても、必ずしも入所できるとは限りません。）

保育施設に受入枠がない場合や申込者多数の場合、入所できないことがあります。入所内定しなかった場合の方策につい
ても、予め御検討ください。なお、入所できなかった場合の通知は、入所を希望する最初の月に一度だけ行います。

保育料及び保育所等給食費の滞納（卒園児を含む。）がある世帯は、利用調整において減点になります。

利用申請後、入所の意思がなくなった場合は、速やかに、申請取下げの連絡の後、取下申立書を提出してください。

※裏面へ続きます
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令和　　　年　　　月　　日

申込児童氏名 生年月日　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　日

３歳児クラス以上を利用される場合、給食費（副食費）を納付する必要があります。市立保育施設は高松市に、私立保育施
設は各施設へ納付ください。滞納した場合は、施設の運営に支障が生じるため、入所を取り消すことがあります。また、給食
費（副食費）の支払いを命じる判決が確定したら、財産の調査（金融機関や勤め先への照会等）や、強制執行等の法的措置
をする場合があります。

０歳児クラスから２歳児クラスを利用される場合、利用月ごとに利用者負担額（保育料）の全額を納付する必要があります。市
立保育施設及び私立保育所は高松市に、私立こども園及び私立小規模保育施設は各施設へ納付ください。滞納した場合
は、財産の調査（金融機関や勤め先への照会等）や、滞納処分（財産の差し押え等）をする場合があります。

高松市長　宛て

以上の重要事項について確認、同意しました。

★年度当初（４月）入所申込時のみの確認事項 【該当する方のみ】

現在認可の保育施設に通園しており、４月から別の施設に申し込む場合、新規申込として調整をするため、入所調整の結
果、現在通園している施設に戻れない可能性があります。

保護者（申請者）氏名
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利用当初は、お子さんの情緒が安定し、集団生活が楽しく送れるようになるまで、「ならし保育」があり、短い時間でのお預か
りとなる場合があります。ならし保育の期間については、個人差があります。

利用開始後に保育を必要とする状況（就労状況等）や世帯等の状況に変更が生じた場合は「教育・保育給付認定変更申請
書」に必要書類を添付し、早急に利用施設又はこども保育教育課に提出してください。書式は各保育施設等にも置いてあり
ます。(必要書類については、利用案内冊子を御参照いただくか、こども保育教育課までお問い合わせください。）

１か月以上、全日欠席する場合は、原則として退所となります。

市外に転出する場合は、住民票を異動した月の月末で退所となります。

※裏面へ続きます


